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Ⅰ　EUにおけるテロリズム対策の経緯
　米国中枢都市で起きた2001年 9 ・11同時多発
テロ事件の後、欧州では、2004年 3 月11日にマ
ドリードで、翌2005年 7 月 7 日にはロンドンで、
テロ事件が起こった。2004年のマドリード列車
爆破事件の後、EU（欧州連合）では綿密なテ
ロ対策行動計画が策定されたにもかかわらず、
7 月 7 日のロンドン同時多発テロ事件を防げな
かったため、反省の声が強く挙がっている。
　欧州連合理事会（以下「EU 理事会」とする。）
の2006年上半期の議長国であるオーストリアは、
いっそう大胆に域外との対外関係に取り組むこ
と、その理事会運営の中心に、移民問題とテロ
対策を据えることを宣言した

（注1）

。
　本稿では、2004年の行動計画以降、現在に至
る EU のテロ対策について紹介する。

　EU は、 9 ・11同時多発テロ事件以前から組
織犯罪対策、構成国間の刑事事項に関する相互
承認案を策定しており、米国のように 9 ・11を
境に事態が激変したわけではないとの認識が根
強い

（注2）

。このため、テロリズムに対しても、あく
まで、EU の共同体政策における通常の法的枠
組みで対処するとの姿勢が示されている。英国
など、一部の構成国がテロリズムを武装勢力に
よる攻撃として軍事的文脈でとらえることには
批判が強く、これまで同様、通常の犯罪として

冷静にとらえることが望ましいと指摘する専門
家もいる

（注3）

。
　従来 EU では、構成国の各情報機関は、自ら
の管轄に属する取扱いに注意を要する情報を、
他国の機関に扱わせることを拒否する傾向が強
く、域内の治安はもっぱら構成国の取組みに委
ねられてきた。2001年、欧州逮捕令状（EWA）
（後述）の導入が決定された際にも、構成国が
協力に対してためらいを見せたという事実は、
こうした経緯から理解することができる。
　しかし、ロンドン同時多発テロ事件後、EU
理事会議長国の英国（当時）は、単なる軍事的
アプローチではなく、テロリズムの政治的予防
を欧州戦略の中心に据えることを目標とし、こ
れが EU 理事会でも合意された。それを機に、
構成国も捜査情報を共有する必要性を理解し、
テロリズムの過激化に関する報告が作成された
り、データ保存とプライバシーの保護に関する
提案が行われたりしている。

【マドリード列車爆破事件】

　2001年 9 ・11同時多発テロ事件直後の 9 月末
に、EU は行動計画

（注4）

（以下「2001年行動計画」
とする。）を採択し、テロ対策の取組みのピッ
チを上げた。同計画には、最も主要な措置であっ
た犯罪者引渡しを簡素化するための欧州逮捕令
状（EWA）のほか、テロ活動への資金供与が
疑われる組織又は個人の追及を目的として、合
同捜査団（Joint Investigation Teams）を創設
し、資金洗浄対策を強化することが盛り込まれ
た。また、EU のテロ対策の中心をなす構成国
間の協力促進に大きく貢献する欧州警察機構
ユーロポールは、1992年の段階ですでに創設さ
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れていたが、その後、1995年に 3 か国、ついで
2004年には10か国の新規加盟により、EU 構成
国が25か国に拡大したことに伴い、その管轄領
域を拡大し、欧州地域のテロ対策措置を強化し
た。また、構成国間の司法協力を強化するため
の欧州検察機構ユーロジャストが、2002年 2 月
に設立された。さらに、2002年 6 月には、テロ
リズムとの闘いに関する枠組み決定（2002/475/
JHA

（注5）

）が定められ、EU のテロ対策のための制
度整備は進められた。
　しかし、2004年 3 月11日、欧州自身がテロ攻
撃の標的となるマドリード列車爆破事件が起き
た。同事件の直後、欧州首脳会議の場で、ルク
センブルクのユンカー首相は、テロリズムとの
闘いに際し、EU はテロリストを脅かすに足る
断固たる措置を講ずるべきであると述べた

（注6）

。
2004年 3 月25日、EU は、2001年行動計画の強
化を図るために、「テロリズムとの闘いに関す
る宣言」とともに、付属書として添付した「テ
ロリズムと闘うための EU 戦略目標」を、改訂
版行動計画（以下「2004年行動計画」とする。）
として、同時に発表した

（注7）

。

【ロンドン同時多発テロ事件の前後】

　上記のような反テロリズムの取組みにもかか
わらず、多くの構成国において、前述の「テロ
リズムとの闘いに関する枠組み決定」に定める
諸措置が講じられておらず、また措置が講じら
れていても、その実施が不完全であるか又は緩
慢であった

（注8）

。
　2005年のロンドン同時多発テロ事件直前の同
年6月、ヘイス・デ・フリース（Gijs de Vries）
EU テロ対策調整官は、尋常ではない方法によ
るテロ事件が欧州で起こる危険があるとして、
生物・化学兵器、核物質によるテロリズムを防
ぐために、構成国間の非軍事的分野に関する協
力を強化するべきであると述べた

（注9）

。
　このような状況下で2005年 7 月、ロンドン同

時多発テロ事件が発生した。同年 9 月21日、欧
州委員会は、テロリズム予防にシフトした新た
な政策パッケージを提示した。その中には、警
察の捜査に役立てることを目的として、電話記
録については 1 年、インターネット通信につい
ては 6 か月の期間、通信記録の保存を通信業者
に対して義務付ける規則（後述）が含まれてい
た。その他、欧州委員会は、実験的プロジェク
トとして、顔認証システム（ARGUS

（注10）

）と危機
管理センターの設置に対して700万ユーロ（約
9 億6000万円）の予算を計上することを決定し
た
（注11）

。
　以上が、2005年末までの EU のテロ対策の概
況である。以下では、現在のテロ対策の基本計
画である2004年行動計画に焦点を当て、EU の
テロ対策を紹介する。

Ⅱ　2004年行動計画の概要
　2004年行動計画の概要は、以下のとおりであ
る。

⑴　司法協力のための法的措置

　司法協力の向上を図るための法的枠組みの整
備が決定的に重要であるとの認識に基づき、構
成国は、2004年 6 月の EU 首脳会議までに、以
下に掲げる枠組み決定又は決定に基づく法的措
置を完全に、かつ、遅滞なく実行するための措
置を講ずる。
　・ 欧州逮捕令状（EAW）に関する枠組み決

定（2002/584/JHA）（2002年 6 月13日
（注12）

）
　・ 合同捜査団に関する枠組み決定（2002/465/

JHA）（2002年 6 月13日
（注13）

）
　・ テロリズムとの闘いに関する枠組み決定

（2002/475/JHA）（2002年 6 月13日
（注14）

）
　・ 資金洗浄、手段の発見、追跡、凍結、押収

及び没収並びに犯罪収益に関する枠組み決
定（2001/500/JHA）（2001年 6 月26日

（注15）

）
　・ ユーロジャストの設立に関する決定
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（2002/187/JHA）（2002年 2 月28日
（注16）

）
　・ テロ対策に係る警察司法協力のための措置

の実施に関する決定（2003/48/JHA）（2002
年12月19日

（注17）

）

　また、構成国は、2004年12月までに、「資産
及び証拠の凍結命令の執行に関する枠組み決定
（2003/577/JHA）」（2003年 7 月22日

（注18）

）を実施し、
欧州評議会（Council of Europe

（注19）

）の ｢ 刑事共
助条約 ｣（1959年 4 月20日）、その議定書（1978
年）、及びユーロポール条約（1995年 7 月26日）
に関する 3 議定書（1996年、2000年、2002年）
を批准する。
　さらに、2004年 6 月までに、犯罪関連の収益、
手段及び財産の没収に関する枠組み決定、情報
システムへの攻撃に関する枠組み決定、並びに
没収命令の相互承認に関する枠組み決定を起草
する。その他、欧州証拠令状（European Evi-
dence Warrant）に関する枠組み決定の作業に
基づく措置を講ずる。
　上記の法的枠組みのさらなる拡充を図るため
に、EU 理事会は、次の措置を検討する。
　・ 通信会社による通信記録保存に係る規則の

立案
　・ テロ犯罪に対する有罪判決に係る情報の交

換
　・ 緊急越境追跡（cross-border hot pursuit）
　・ 有罪判決及び資格剥奪に関する欧州登録簿

（European register）
　・ 法廷資料データベース
　・ 構成国法執行機関間での情報及び諜報の交

換の簡素化

　これらのうち、とくに通信記録保存及び有罪
判決情報の交換に関する規則については、2005
年 6 月までの採択を目指す。
　司法協力の強化について、構成国は、テロ犯
罪関連の司法援助要請を相互に執行し、最大限

の協力を行うことを再確認する。欧州委員会は、
テロ事件に関わる証人保護プログラム

（注20）

の草案を
早急に準備する。

⑵ 　法執行のための協力強化及び情報交換体制

の確立

　構成国は、当該国の法執行機関（治安部隊、
警察、税関等）が相互協力を図り、可能な限り
広い範囲のテロ対策関連情報を交換するよう取
り計らう。また、テロ対策における協力促進を
目的として、とくにユーロポール、ユーロジャ
ストなど、既存の EU 機関を最大限かつ効果的
に利用し、次の事項を実施する。
　・ 国境をまたぐテロ事件における最大限の協

力を図るためのユーロジャストに派遣する
テロ問題担当検察官を指名する。

　・ ユーロポール及びユーロジャストに派遣さ
れた各国の代表者は、合同捜査団の作業に
可能な限り協力する。

　・ ユーロポール／ユーロジャスト協定を2004
年 5 月までに採択する。

　さらに、テロ対策におけるユーロポールの強
化策として、次の事項について構成国に要請す
る。
　・ テロ対処能力を強化し、テロ対策作業部会

を復活させること。
　・ 構成国の法執行機関からユーロポールに対

して、可能な限りあらゆるテロ犯罪関連諜
報要員を派遣すること。

　このほか、構成国は、ユーロポール情報シス
テムを可及的速やかに実現する。構成国の警察
長官から成る警察長官作業部会は、テロ攻撃へ
の対処及び予防に係る協力措置における役割の
重要性に鑑み、対処能力強化の余地について再
検討し、先制的諜報活動の重点化を図る。同作
業部会は、各国諜報及びユーロポールの要員の
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援助を得て、マドリード列車爆破事件に関する
報告を作成する。
　EU 理事会は、2004年 9 月までにテロ対策に
係る国内措置の評価に係る中間報告を行い、
2005年 9 月までに、新規加盟国を含めた25か国
の最終報告を行う。
　EU 理事会は、この協力を基にして、EU 域
内の安全及びテロ対策に関してより大規模な協
力を実現できる新委員会を組織する。
　また、テロ組織・グループから、小火器、爆
発物、爆弾製造装置、及びテクノロジーなどの
テロ攻撃の手段を管理する必要から、この分野
における措置の範囲を検討する。

⑶　情報システムの効率の最大化

　EU 理事会は、締約国が国境管理に必要な犯
罪容疑者や行方不明者等のデータベース等を共
有できる現行のシェンゲン情報システム（SIS）
に、新機能を追加するための理事会規則案及び
理事会決定案を準備し

（注21）

、2004年 6 月に施行する。
　欧州委員会が「シェンゲン情報システムⅡ
（SISⅡ）」を十分に展開させることができるよ
うに、2004年 5 月までに、その設置場所、管理
及び財政に関する決定を行う。また、欧州委員
会及び理事会は、査証発給情報システム（VIS）
を、2004年 2 月に採択された結論に沿って、さ
らに発展させる。欧州委員会は、EU域内のデー
タベース間の相互利用の可能性を高めるための
提案を行い、テロリズムの予防及び対策におけ
る法的及び技術的枠内における付加価値を活用
するために、現在の制度（VIS、Eurodac

（注22）

）及
び将来の情報システム（SIS Ⅱ）間の協働可能
性について調査する。
　欧州委員会は、2004年 6 月までに、テロ対策
の文脈における個人情報（DNA、指紋及び査
証データ）の交換との関連で、これらの提案を
発展させ、この提案は、構成国の法執行機関が
EU の情報システムにアクセスできるようにす

る規定を含むものとする。
　また、入国拒否の対象とされた人物について
は、シェンゲン協定第96条の規定に基づく基準
を考慮する。

⑷　域外諸国間境界管理強化及び書類保護

　国境管理の強化及び書類保護の分野において
は、次の措置を早急に整備する。
　・ 欧州域外諸国間境界管理機関（European 

Borders Agency）規則を2004年 5 月まで
に採択し、2005年 1 月 1 日までに同機関の
運営を開始する（2005年 6 月から運営開始、
後述）。

　・ この措置に関する早期の決定を目的とした、
航空会社の旅客名簿（PNR）提供義務に
関する理事会指令を提案する。

　・ 税関協力戦略草案及び関連作業計画を2004
年 5 月までに採択し、緊急事態としてのテ
ロリズム対策の措置を実施する。

　これらの措置を促進するために、EU 理事会
は、欧州委員会の提案に基づき、2005年末まで
に、SIS 及び国際警察機構インターポール
（ICPO）のデータベースを利用して、旅券紛
失盗難情報交換統合システムを構築するための
作業を進める。また欧州委員会は、2004年 6 月
までに、国境保全及び航空機安全並びに法執行
機関のその他の目的のための旅行者データの利
用に係る EU 共通のアプローチの提案を準備す
る。

⑸　情報の共有

　より効果的な情報機関間協力及び脅威査定能
力の向上を目指し、テロリズムの全局面に関連
する情報がユーロポールに効率的に伝達される
ことを目的として、構成国は、警察、治安部隊及
び情報機関間での協力メカニズムを向上させ、
効果的かつ系統的協働システムを促進し、ユー
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ロポールと情報機関との関係を緊密にする。

⑹ 　テロリストの資金調達を阻止するための予

防措置

　テロ組織の資金源に関する強力な予防措置を、
あくまで法の支配の下で続行すべきこと、テロ
組織並びに関連団体及びテロリスト個人への資
金の流れを迅速に遮断すべきことを確認し、そ
の認識の下で、EU 理事会は、テロ資金凍結メ
カニズムの効果及び効率を向上させる措置を策
定し、居住地とは無関係に開設される銀行口座
の保有者及び実質的受益者を発見・認定するこ
とを急務とする。
　また、構成国は、1999年の国連テロ資金供与
防止条約を可及的速やかに批准し、完全に履行
すること、テロ資金凍結に関する2001年 9 月28
日の国連安全保障理事会決議第1373号の規定を
実施すること、テロ資金に関する情報の交換を
容易にするために、各国の所管当局、金融情報
機関（FIU）及び民間金融機関との間の協力を
強化することに努める。
　欧州委員会は、テロリストの資金調達の手段
となりうる慈善行為その他の送金システムを含
む法人の規制及び透明性の向上について検討を
行う。
　EU は、テロ資金取締りの一環として、第三
国との対話を推進する。

⑺　輸送手段及び民間人保護策

　法的枠組みの強化、予防措置の向上などによ
る、全輸送体系の安全強化を目的として、欧州
委員会は、とくに港湾及び船舶における安全の
強化策を推進する。
　構成国は、民間人に対するテロ被害を軽減す
る能力を強化するために、EU の既存の保健衛
生の確保及び CBRN（化学・生物・放射性物資・
核）テロ対処に係る政策プログラムを基にした
健康安全、民間人保護の分野を含むさらなる措

置を講じる。

⑻　国際協力

　EU は、今後とも、国連の主導的役割を支援
しつつ、すべての国連安保理決議、テロリズム
に関する国連条約及び関連議定書を全面的に厳
守し、完全に実施する。
　EU は、国際機関、地域機関、サブリージョ
ナル機関と連携して、反テロリズムの国際的取
組みの強化を目指し、次の措置により、第三国
との効果的かつ実際的な協力を行う。
　・ 脆弱な第三国のテロ対処能力を強化するた

めに、「良き統治（good governance）」及
び法の支配を促進するためのすべての域外
支援プログラムに、反テロリズム関連事項
を盛り込み、技術協力戦略を推進する。

　・ とくに国際平和と安全に対する潜在的脅威
とみなされている第三国との政治対話にお
いては、テロ対策を中心的課題とする。

　・ 上記の支援に基づく当該第三国のテロ対策
への取組みについて分析・評価を行い、こ
れに基づいて、当該第三国との爾後の関係
のあり方を決定する。

　このほか、EU の危機管理のために、第三国
に駐在するすべての EU 警察機関を最大限利用
する。また、2001年行動計画に明記された連帯
及び協力に基づき、EU は、米国及び他のパー
トナーと、テロリズムの脅威に対抗するための
協力強化を追求する。

⑼　テロ対策調整官の新設

　テロ対策には、包括的かつ強力な調整による
アプローチが必要であるとの認識に基づき、構
成国間のテロ対策の調整、警察・司法当局と情
報機関間の情報交換という任務を果たすため
に、EU 理事会のテロ対策の調整を行い、欧州
委員会の実行状況について定期的に報告を作成
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するテロ対策調整官のポストが設置される（そ
の初代調整官には、前述のとおり、オランダの
ヘイス・デ・フリース元内務次官が任命された）。

⑽　戦略目標

　以下の 7 項目を戦略目標として掲げ、構成国
は、2004年 6 月までにその実現のための措置を
講ずる。
ⅰ 　 国際的コンセンサスの深化・テロ対策にお

ける国際協力の向上
　・ 国際的コンセンサスを維持し、国際社会全

体を動員する国連の主導的役割、とくに国
連総会、反テロリズム委員会並びにタリバ
ン及びアルカーイダ制裁委員会を通じての
安全保障理事会の作業、並びに国連薬物犯
罪事務所のテロ予防部会の役割を支持する。

　・ 国連テロ防止関連条約の全面的遵守及び完
全な実行を図る。国連の包括テロ防止条約
及び核テロ防止条約を採択する。

　・ 国連加盟国として遵守すべき責務を遵守し
つつ、地域及び国際機関内での協力並びに
地域及び国際機関との協力を行う。

　・ 第三国との協定において効果的反テロリズ
ム条項を定める。

ⅱ　テロ資金の取締り
　・ 国連加盟国としての責務並びにデュー・プ

ロセス及び「法の支配」の尊重のための手
続に従い、金融資産ではない経済資源を含
む EU の資金調達手続の効果を確保する。

　・ テロ資金関連情報の交換のための関連機関
間の協力を向上させる。

ⅲ　EU 機関及び構成国の潜在能力の最大化
　・ 既存のユーロポール、ユーロジャスト、警

察長官作業部会を効率的に利用する。
　・ 安全政策における保護、取調べ、予防に関

する専門技術を警察と治安機関の間で共有
するための協力メカニズムを向上させる。

　・ 構成国間で諜報情報交換における効果的、

体系的協力を促進する。
　・ EUの政策決定と緊密な連携をとりながら、

テロ脅威の全側面に係る諜報情報の評価に
当たるEUの関係諸機関の能力を強化する。

　・ テロリストへの武器供給ルートを発見・認
定し、壊滅させる。

ⅳ 　 国際交通機関の安全確保及び域外諸国間境
界の効果的監視

　・ 関連EU機関におけるテロ対策関連業務（輸
送、国境管理、身元確認書類管理）を統合
する。

　・ 関連国際機関及び第三国との調整により、
EU域内交通機関の安全基準を引き上げる。

　・ 旅客情報の交換及び分析のための EU 共通
アプローチを導入する。

　・ 国際民間航空機関（ICAO）、国際海事機
関（IMO）の基準を、EU 以外の諸国が完
全に遵守できるよう、奨励及び支援を行う。

　・ テロリストの発見認定能力並びに港湾、空
港及び陸上国境におけるテロ攻撃に係る装
置、資材又は資金の探知能力を向上させる。

　・ 第三国におけるEU市民の保護を強化する。
ⅴ 　EU 及び構成国のテロ被害対処能力の強化
　・ NATOを含む各国際機関の権限内において、

被害管理のための緊密な協力を行う領域を
確認する。

　・ EU の健康安全及び CBRN（前述）プログ
ラムの実施を保証する。

　・ 重大なテロ攻撃の際の、各構成国の市民と
の情報連絡のための能力向上に係る戦略を
展開する。

　・ テロ犯罪の犠牲者に対する支援及び援助を
保証し、重大テロ事件後のマイノリティ集
団の保護を図る。

ⅵ 　 テロ支援及びテロ組織の新人獲得に係る諸
要因への対処

　・ EU 域内外にかかわらず、テロ組織への新
人獲得に資する要因を解明し、それらの要
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因に対処するための長期戦略を練る。
　・ 極端な宗教的又は政治的信条及び社会経済

その他の要因と、テロリズム支持との関連
性に関する調査を継続し、適切な対応策を
確認する。

　・ テロリズム支持に資する要因への対処を目
的として、「良き統治」及び法の支配を支
持するための EU 域外の反テロリズム援助
プログラムをいっそう有効に活用する。

　・ EU とイスラム世界の間で、異文化、異宗
教への理解を深める戦略を発展させ、実行
する。

ⅶ 　 テロ対策強化を要する域外第三国に対する
EU の優先的取組み

　・ 構成国の情報・治安機関の要員から成る現
状分析センター（SitCen

（注23）

）の役割を拡大し、
実務担当者会合が、優先的に政策を発展さ
せることができるようにする。

　・ 第三国の反テロリズム活動の分析・評価能
力を向上させる。

　・ 国際機関及び支援国（Donor state）との
調整によるテロ対策強化を要する域外第三
国の反テロリズム能力の強化のために、技
術援助戦略を向上させる。

　・ EU と当該第三国とのあらゆるレベルの関
係において、とくに締結する協定すべてに
おいて、この2004年行動計画の趣旨を反映
させた有効な反テロリズム条項を設ける。

　・ 第三国の個々の反テロリズム目標を、当該
対象国の近隣地域及び国際援助プログラム
に適応させる。

Ⅲ　最近の取組み
⑴　概況

　前述のとおり、2004年行動計画において、
EU 構成国は、ある構成国がテロ攻撃の犠牲と
なった場合には、連帯の精神の下、共同行動を
取ることを誓い、テロリズムの予防及びそれと

の闘いを、EU 及び構成国の最も重大な課題の
一つと位置づけてきた。
　とくに2004年 7 月以降、2004年行動計画の実
施状況は良好で、実際に成果も上がっていると
いわれている

（注24）

。例えば、EU のルールの実施に
よる空港のセキュリティ・レベルが飛躍的に向
上したことが挙げられる。テロリズム及びその
他の重大犯罪との闘いにおいて、欧州逮捕令状
が何度も効果的に用いられた。ユーロポール、
ユーロジャスト、構成国の情報・治安機関の要
員から成る現状分析センター（SitCen）、域外
では様々な反テロリズムの枠組みを通じての情
報交換並びに構成国の内務所管当局間での情報
交換及び国境をまたぐ協力が増加した。各構成
国は、相互レビューを通じて選定されたベスト・
プラクティスを採用することにより、国内での
テロ対策措置を強化している。
　今日、EU のテロ対策行動計画は、150にも
上る措置から成り、その領域は、域外諸国間境
界保護、警察及び司法協力、テロ資金の取締り、
予防措置などの広範囲にわたっている。このう
ち 3 分の 2 以上は、EU 理事会ですでに採択さ
れているが（2005年11月現在

（注25）

）、各構成国の取
組みは一様ではない。
　テロ攻撃を経験したスペイン、英国、フラン
ス、イタリア、ギリシャ、ドイツにおいても、
テロ対策への取組み方はまちまちである。テロ
攻撃を受けていない国、とりわけ北欧諸国とな
ると、テロ対策の優先順位は相対的に低い。こ
うしたことから、EU にできるのは、欧州委員
会を通じての具体的措置の調整までである、と
の悲観的な見方がある

（注26）

。しかしながら、2006年
2 月、EU 理事会が国ごとの国内法化の状況を
示す一覧を作成し、公表している

（注27）

ことは、構成
国の取組みの遅れを改善するための努力の一環
であるとされている。
　2005年12月 1 日、司法内務閣僚会合が開催さ
れ、反テロリズム行動計画の実施状況に関する
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報告
（注28）

が公表された。この報告は、2005年 6 月以
降の EU のテロ対策、とりわけ2005年 7 月のロ
ンドン同時多発テロ事件に関する EU 宣言

（注29）

に明
記された重要事項の実施状況について記述して
いる。
　法的措置の実施状況についてみると、刑事分
野における EU 構成国間の相互援助に関する協
定（2000年 5 月29日）及び同議定書（2001年10
月16日）については、構成国における批准及び
実施作業が進み、2005年 8 月23日に前者が（18
か国が批准）、続く10月 5 日に後者が（14か国
が批准）それぞれ発効した。
　2005年10月には資金洗浄に関する指令及び港
湾の安全強化に関する指令が採択された。さら
に、欧州委員会は、情報交換、個人情報保護な
どに関する提案を行っている。構成国間での相
互評価（Peer Evaluation）は確実に行われて
いる。テロリストの過激化及び新人獲得の取締
りに関する2004年行動計画の戦略を実施するた
めの提案がなされた。2005年 6 月には、ワルシャ
ワ の 欧 州 域 外 諸 国 間 境 界 協 力 管 理 機 関
（FRONTEX

（注30）

）が運営を開始した。ユーロポー
ル、ユーロジャストの構成国法執行機関への協
力内容も向上した。SitCen は、引き続き EU
理事会及び欧州委員会に対してテロリズムの脅
威に係る現状分析を提供している。テロリズム
との闘いに直結する危機管理に係る調整に関す
る提案が準備されている。
　域外諸国との協力については、テロ対策強化
を要すると認定した第三国に対する技術協力の
ための取組みを行い、国連との緊密な協力を維
持し、テロ対策関連の主要なパートナーとの対
話を継続している。各種理事会での決定のため
の準備・補佐機関として、各国から派遣されて
いる欧州連合への常駐代表による常駐代表者会
議（コレペール）の協議及び非公式司法・内務
相会合（英ニューキャッスル）に基づき策定さ
れた EU の反テロリズム戦略に関する提案が、

EU 理事会に対して提出された。
　他方で、EU レベルで採択された協定が構成
国で実施されていないという問題が残っている。
例えば、合同捜査団に関する2002年 6 月13日の
枠組み決定（2002/465/JHA）の実施期限は2004
年 6 月であったが、 3 か国はまだ実施に至って
いない。テロリズムとの闘いに関する2002年 6
月13日の枠組み決定（2002/475/JHA）につい
ては、 1 か国が未実施で、そのほかの 3 か国に
おいては、一部の実施にとどまっている

（注31）

。
　このほか、ユーロポールやユーロジャストに
対する各構成国からの情報提供も、いまだ限定
的な段階にとどまっている。重要インフラ保護
及びテロ関連資金取締りレビューに関して出さ
れた欧州委員会通知は、その実施期限を明記し
ているが、実現不可能であることが判明してい
る。これらの作業については、被害管理におけ
る国境をまたぐ協力と同様に、その遅れを挽回
しなければならない。
　EU には、マドリード、ロンドンでのテロ事
件を完全に防ぐことができなかったのは、テロ
リズムの脅威の内容自体が進化しているためで
あるとの認識がある。EU は域外からの脅威の
ほか、域内に緩やかな過激派ネットワークを抱
えており、テロリストたちがインターネットを
駆使し、生物・化学・核などの非通常兵器を獲
得しようとしている現状にいかに立ち向かうか
という問題に直面している。

⑵　2004年行動計画の分野別進捗状況

　このような状況を受けて、2004年行動計画は、
2005年12月にさらに改訂され、予防（prevent）、
保護（protect）、追跡（pursue）、対処（respond）
の 4 つの分野に再構成された

（注32）

。以下、分野ごと
に EU のテロ対策の進捗状況を概観する。

ⅰ　予防
　テロ対策は、欧州安全保障防衛政策（ESDP）
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の中で、危機管理の文脈に位置づけられ、関連
する軍事能力の向上が図られている。EU 市民
の保護については、軍民の共同利用の可能性に
関する予備的分析が始まっている。構成国のベ
スト・プラクティス、EU 市民保護メカニズム
において得られた教訓及び国連人道問題調整部
（UN-OCHA）の専門的意見に基づき、2006年
前半中にも、勧告内容を設定することを目指し
ている。

ⅱ　保護
⒜　税関
　各構成国の税関当局は、テロ対策において、
電力・ガスなどの供給網の安全確保という観点
から、重要な役割を果たしている。2005年 4 月、
EU 理事会は、共同体税関法典

（注33）

の規定のうち、
財の流入の阻止について、到着前・輸出前の申
告による事前審査制度（pre-arrival pre-depar-
ture declarations）の導入を図り、構成国間で
共有される情報通信システムを改良するための
改正案を採択した。
　欧州委員会レベルでは、これらの改正に合わ
せた新しいルールの実施が検討されている。
2005年 9 －10月、ハイリスクな船舶積荷を集中
的に検査するために、関連機関からなる合同税
関事業（multi-agency joint customs operation）
が実施された。供給網の安全確保を強化するな
ど、税関法を現代化するための提案が、2005年
末までに出される。また供給網の安全確保につ
いては、二国間、多国間（世界税関機構（WCO）
の基準枠組み）の枠組みにより、構成国の取組
みが行われる。

⒝　重要インフラ保護
　2005年10月26日、港湾の安全強化に関する指
令
（注34）

が採択された。EU 域内の空港の安全は飛躍
的に強化されてきているが、構成国の検査官の
人数が依然として不足していることが指摘され

ている
（注35）

。このほか、今後、第三国からの航空機
に対しても、安全航行の確保を拡張するための
規則が起草される予定である。
　EU 理事会及び欧州委員会は、重要インフラ
の保護に関する欧州プログラム（EPCIP）の準
備作業を開始した。欧州委員会は、構成国の専
門家との議論を受けて、通知ではなく諮問のた
めにグリーンペーパーを公表することを決定し
た。このため、当初の EPCIP 整備の期限は延
長され、2006年半ばまでとなったが、その遵守
はなお厳しいと見られている。

⒞　データベースへのアクセス
　テロ対策をより有効にするため、既存の SIS
を強化した新しい SIS Ⅱを法的措置として整備
するという提案が、関連する EU 理事会の作業
部会で検討されている。SIS Ⅱの2007年運用開
始を目指して、関連規則と理事会決定が早急に
採択されなければならない。SIS Ⅱの運用に伴
い、新機能が大量に導入される。
　査証発給情報システム（VIS

（注36）

）及び短期滞在
査証情報の構成国間交換に関する規則案につい
て、交渉が続けられている。並行して、VIS の
ための地理学的目録の作成計画が進行してい
る。2005年11月24日、欧州委員会は、司法内務
分野の欧州データベースに係る効率向上、共同
利用の強化及び協働性に関する通知（COM
（2005）597）、テロ攻撃その他の重大犯罪の予
防、発見及び取調べのための構成国の治安関係
機関及びユーロポールによる VIS へのアクセ
スに関する理事会決定案を採択した。期限であ
る2006年末までに VIS を作動させることを目
指して、準備作業が続いている。

ⅲ　追跡
⒜　情報交換
　SitCen が行ったテロリズムの脅威に係る分析
に基づき、テロ対策に係る政策勧告が行われた。
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ユーロポールと SitCen との間の定期的情報交
換は、2005年10月から始まっている。
　EU理事会は、2005年 6月以降、テロ対策のた
めの情報交換に関する2つの協定を採択した（犯
罪記録の写しの情報交換に関する2005年11月21
日の理事会決定（2005/876/JHA

（注37）

）、テロ攻撃に
係る情報交換及び協力に関する2005年 9 月20日
の理事会決定（2005/671/JHA

（注38）

））。また、2005
年12月には、スウェーデンの提案になる EU 構
成国の法執行機関間での情報及び諜報交換の簡
素化に関する枠組み決定が採択された。さらに、
電気通信データの保存に関する枠組み決定、欧
州証拠令状（European evidence warrant）に
関する枠組み決定の起草準備作業が進められて
いる。
　EU 理事会は、欧州委員会が提案した、刑事
分野の警察及び司法協力における有効性の原則
（principle of availability）及び情報保護に関
する枠組み決定案の審理を始めた。司法内務閣
僚理事会は、没収命令相互承認の原則の適用に
関する枠組み決定案の起草において、その取組
み方法について合意した。この案は、イタリア
の留保（議会による監視）が撤回されれば採択
される見通しである。

⒝　警察長官作業部会
　警察長官作業部会は、包括的警察戦略計画
（COSPOL）において、地方警察にテロ対策の
訓練を受けさせる英国の提案に合意した。この
目的のために手引きが作成され、実践ツールと
して使用されるように、ウェブ上でも公開され
る。

⒞　テロ関連資金
　2005年10月26日の資金洗浄指令（2005/60/EC

（注39）

）
及び欧州共同体における資金の出入の管理に関
する2005年10月26日の規則（1889/2005

（注40）

）がい
ずれも2005年12月15日に発効した。さらに、欧

州 委 員 会 は、2005年 7 月、 電 信 送 金（wire 
transfer）に関する規則案を提案している。ま
た、非営利法人（NPO）の行為規範に関する
取組みがなされている。欧州委員会は、聴取し
た市民の意見に基づき、テロ資金取締りに関す
る新しい通知を公表する予定である。2005年11
月、当時の議長国の英国が組織した資産凍結に
関するワークショップでの検討などを踏まえ、
今後、EU の政策に基づく各構成国の資産凍結
制度に係る原則が検討される。
　このような取組みの進展の一方で、すでに採
択された法令の実施については、依然としてす
べての構成国で徹底されているわけではなく、
構成国内での資金供与の取調べの強化、資金洗
浄情報の受理・分析及び提供を行う政府機関
（FIU）の国内他機関との調整に基づくいっそ
う緊密な統合、構成国 FIU 間での情報交換の
促進が課題とされている

（注41）

。欧州委員会は、金融
活動作業部会（TATF）のテロ資金供与に関す
る 9 つの特別勧告

（注42）

に沿って各構成国の取組みに
ついて調査することを喫緊の課題としている。
　EU 理事会は、2002年 1 月16日の国連安全保
障理事会決議第1390号に基づき、ウサーマ・ビ
ンラーディン、アルカーイダ・ネットワーク及
びタリバンに関わる個人及び団体に対して資産
凍結を行うことを2005年5月27日、規則（881/ 
2002
（注43）

）として定めた。EU 理事会は、この資産
凍結措置の適用について、 2 件の訴訟事件を抱
えていたが、2005年 9 月21日、欧州第一審裁判
所
（注44）

は、いずれの裁判についてもその法的根拠を
認め、同理事会を勝訴とする判決を下した。

⒟　域外との連携
　EUは、国連の主導的役割を引き続き支援し、
現在国連で審議中の「国際的なテロリズムに関
する包括的条約」草案の採択のために、全力を
尽くしている。2005年 9 月、EU の全構成国が
核テロ防止条約に調印した。EU はまた、同年
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同月、テロの扇動を防止することを目的とした
国連安全保障理事会決議第1624号が採択された
ことを歓迎した。
　EU は、国連貿易開発会議（UNCTAD）の
役割を引き続き支援する。EU は、国連のテロ
対策委員会事務局（CTED）に代表を派遣し、
2005年にはモロッコ、ケニア、アルバニアに派
遣された調査団に参加した。EU は、これらの
調査団への参加によって得られた経験に基づき、
支援プログラムの内容の一層の充実を図る。
　上記のような域外諸国との政治的対話が EU
のテロ対策における域外関係政策の中心を成す。
一方で、テロリズムとの闘いにおいても、法の
支配を尊重し、基本的人権及び自由を保護する
ことが併せて重視される。
　EU は、政治レベルだけでなく、専門家レベ
ルでも、米国と緊密な反テロ協力を行っている。
EU－米国対話は、輸送の安全確保から司法と
法執行機関間の協力、さらにはテロ資金取締り
にまで及ぶ。米国のほか、イスラエル、日本、
オーストラリア、カナダ、ロシアとも、共通利
益及び技術協力などの方法を考慮しつつ、反テ
ロリズムに関する対話を重ねている。EU はロ
シアと、自由、安全及び司法並びに域外／対外
安 全 保 障 に 関 す る 共 通 空 間（Common 
Spaces

（注45）

）を創設する方向で検討を始めている。
　また EU は、2005年 6 月に反テロリズムに関
して、支援を必要とする国の調査を行った結果、
優先的対象とすることを決定したモロッコ及び
アルジェリアに対して、当該支援を行うことに
合意した。
　そのほか、地域レベルでは、ASEAN 地域
フォーラム（ARF）のジャカルタ法執行協力
センター（JCLEC）に対して資金援助及びス
タッフ派遣を行い、アフリカ連合（AU）の反
テロリズム・センター（アルジェリア）への協
力も検討している。

ⅳ　対処
⒜　市民の保護
　EU 理事会は、市民保護メカニズムの

（注46）

強化に
関する欧州委員会通知

（注47）

についての審理を行った
上で、テロリズムを含む EU 域内外の多様な災
害への迅速な対処能力の強化を目的とする市民
保護能力向上に関する結論を採択した。
　EU 理事会諸機関は、重大緊急事態への迅速
対処及び準備のための措置に関する欧州委員会
の提案の審理を始める。さらに議長国は、危機
の評価方法についての共通理解を深めるために、
専門家会議を開催する。欧州委員会は、域内で
の重大テロ攻撃が起こった場合に、市民保護メ
カニズムを通じて行わる市民保護支援に関する
評価報告書を EU 理事会に対して提出した。欧
州委員会はこの報告書の分析を行い、理事会決
定が必要ないくつかの分野を指摘した。

⒝　軍事データベースの拡充
　欧州安全保障防衛政策（ESDP）において作
成された、既存のテロ攻撃の際の民間人保護に
資する軍事施設及び能力に関するデータベース
の対象を、広く天災・人災まで含めるものとす
る。このデータベース拡充のため、構成国は、
自発的にデータを提供することが要請される。

⑶　今後の展望

　以上、見てきたように、EU のテロ対策は、
構成国の警察司法機関の調整に重点が置かれて
いることがわかる。デ・フリース EU テロ対策
調整官は、EU では実質的なテロ対策はほとん
ど実現されていないと指摘している。また、あ
る専門家は、テロリズムの定義及び制裁に関す
る枠組み決定を始めとする EU の多数のテロ対
策について、その効果に疑問を呈している

（注48）

。
　EU は2004年 5 月に、加盟国が25か国に拡大
したこともあり、構成国のテロ対策の足並みは
必ずしも揃っていない。しかし、マドリードと
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ロンドンのテロ事件をきっかけとして、徐々に
域内共通の問題への取組みに対する意識が高
まってきており、EU レベルでの施策が推進さ
れつつある。テロリズムの国際的要素を考慮す
るかぎり、テロ対策には、国内的取組みと並行
して国際的・地域的取組みの側面がある。この
ような観点からも EU の地域的取組みの試行錯
誤から得られる示唆は大きいといえよう。
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